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�愛媛県告示第２５８号
肥料取締法（昭和２５年法律第１２７号）第１２条第２項の規定により、

次のとおり肥料登録の有効期間を更新した。

平成２７年３月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２５７号
愛媛県伝統的特産品産業振興対策要綱（昭和５４年１０月１日制定）第２の１の規定に基づき、愛媛県伝統的特産品を次のように指定した。

平成２７年３月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

発 行 愛 媛 県
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○ 指定医師の所在地の変更…………………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…１６２

○ 指定医師の辞退の届出……………………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…１６２

公 告

○ 争議行為の通知の公表…………………………………………………………………………………………………………………………………（労政雇用課）…１６２

○ 技能検定の合格者………………………………………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…１６３

公安委員会規則

○ 愛媛県自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行細則の一部を改正する規則……………………………………………（警察本部交通企画課）…１７１

○ 愛媛県道路交通規則の一部を改正する規則………………………………………………………………………………………………（警察本部交通規制課）…１７１
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名 称 伝統的な技術若しくは技法又は伝統的に使用されてきた原材料 製造される地域

た

下駄 １ 伝統的な技術又は技法

研磨及び塗装は、手作業によること。

２ 伝統的に使用されてきた原材料
ひのき きり

使用する主材料は、檜、桐又は杉とすること。

大洲市
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�愛媛県告示第２５９号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により、

次のように保安林の指定をする。

平成２７年３月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林の所在場所

四国中央市下川町字平見乙６４の１、乙６４の１６、乙６４の１７、乙６４

の１９

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

字平見乙６４の１・乙６４の１６・乙６４の１７・乙６４の１９（以上４

筆について次の図に示す部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び四国中央市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第２６０号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の２第１項の規定により、

次のように保安林の指定施業要件を変更する。

平成２７年３月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１� 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所

宇和島市津島町下畑地丁８４の１、丁８５、津島町北灘字シーバ

シ第４号３７２の１、第４号３７２の３、字シノバシ第４号３７４、津

島町岩渕丁５０６の５

� 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

� 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

変更しない。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

２� 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所

宇和島市津島町成字川ノ上３０７の３、３０８の２、津島町上畑地

字高岡１号６６の１、津島町北灘字荒網代第８号３９の１、第８号

３９の２、字後谷第８号４０の１、第８号４０の２、津島町高田己１４、

己１５、己１６の１、己１７の１、己１７の３、己１８の１、己１８の２、

己１９、己２１の５から己２１の７まで

� 保安林として指定された目的

土砂の崩壊の防備

� 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

変更しない。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び宇和

島市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第２６１号
保安林の指定施業要件を変更する件（平成２６年１０月農林水産省告

示第１５２３号）に係る通知の相手方又はその所在が不分明であるので、

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第１８９条の規定により、その通知の

内容を大洲市役所及び内子町役場の掲示場に掲示するとともに、次

のとおりその要旨を告示する。

平成２７年３月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所及び不分明又は所

在が不分明である通知の相手方

登録有
効期限

登録番
号

肥料の
種類

肥料の
名称

保証成
分量
（％）

その他
の規格

生産業者の氏
名又は名称及
び住所

平成３３
年３月
２３日

愛媛県
第１２６２
号

炭酸カ
ルシウ
ム肥料

粒状苦
土炭酸
石灰２
号

アルカ
リ分
５３．０
可溶性
苦土
１０．０

その他の
制限事項
は、公定
規格のと
おり

株式会社研農
高知県高知市萩
町１丁目９番４８
号

保安林の所在場所 不分明又は所在が不分明であ
る通知の相手方 備 考

喜多郡内子町大瀬東２８４２
喜多郡内子町大瀬東３０６５番地

竹 本 テツ子
森林所有者

大洲市河辺町山鳥坂６１５、
６１９、８４１、８４３の１

喜多郡河辺村大字横山３００番
地
小 西 寿 司

〃

大洲市河辺町三嶋２７、２８、
３５、１６７、１６８、２３１、２３５、
２３９、４２３

喜多郡河辺村大字北平甲２１０５
番地
日垣時 比 奈

〃

大洲市河辺町三嶋３３、３７
から３９まで、２３０

松山市南江戸町７４２番地

岡 林 勝 也
〃

大洲市河辺町三嶋４９
松山市南久米町２６５番地１

吉 野 守 彦
〃

大洲市河辺町三嶋２２７、
２２８

喜多郡河辺村大字北平甲２１０８
番地
小 田 親

〃

大洲市河辺町三嶋２４０、
２４１

大洲市東大洲１１１番地１山田
マンション３０２号
柿 本 浩 一

〃

喜多郡内子町大瀬南５５４３
喜多郡五十崎町大字北表甲１６
９４番地
石 田 光 猶

〃

喜多郡内子町大瀬南５５５１
喜多郡内子町大字大瀬戌３４９
番地
松 本 源治郎

〃

大洲市河辺町川上１６７９、
１７０３

喜多郡河辺村大字川上甲４００
番地
川 上 百合子

〃

大洲市河辺町川上１６８３、
１６８８、１６８９、１７００

喜多郡河辺村大字北平甲３５４
番地
奥 平 �

〃

大洲市河辺町川上１７０１
上浮穴郡浮穴村大字川上甲４０
０番地
川 上 百合子

〃

大洲市河辺町北平４６、５１、
６６

今治市立花町二丁目１番２０号

大 野 一 登
〃

大洲市河辺町植松１５８９
東宇和郡宇和町大字久枝１番
耕地４１番地１
城 戸 音五郎

〃

大洲市河辺町河都１５９１、
１５９３

喜多郡河辺村大字北平乙１４９５
番地
三嶋神社

〃

大洲市河辺町河都１５９５、
１５９６

松山市古川西一丁目６番１４号

穴 山 久 美
〃

愛 媛 県 報平成２７年３月１３日 第２６５４号

１５８
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２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

変更しない。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

変更後の立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

は、次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁並びに大

洲市役所及び内子町役場に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第２６２号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という。）第

２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する工事のしゅん

功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、今治市役所において告

示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧することができる。

平成２７年３月１３日

波止浜港港湾管理者 愛媛県

代表者 愛媛県知事 中 村 時 広

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人に

あっては、その代表者の氏名及び住所

今治市

今治市別宮町一丁目４番地１

代表者 今治市長 菅 良二

今治市大三島町宮浦５７１４番３

２ 埋立区域

� 位置

今治市小浦町一丁目丁４４８番１９から同４４８番２７までの地先公有

水面

� 区域

次の１点から８点までを順次直線で結んだ線並びに８点と１

点を結ぶ平成２３年の春分の満潮位（Ｄ．Ｌ．＋３．９３メートル）

の陸と公有水面との接する線により囲まれた区域。

基点（今治市小浦町二丁目戊２０番８内の国土地理院「小浦」

三等三角点）は、北緯３４度０６分４１．１３９７秒、東経１３２度５８分３４．０

１４１秒の地点

１点は、基点から真北２５８度２１分０１秒３７２．１０メートルの地点

２点は、１点から真北２６２度２５分４２秒２０．５５メートルの地点

３点は、２点から真北３５２度２５分４２秒８．４３メートルの地点

４点は、３点から真北２６２度２５分１７秒１４．２５メートルの地点

５点は、４点から真北３５２度２５分５９秒３２．２８メートルの地点

６点は、５点から真北８２度２５分２８秒４６．５０メートルの地点

７点は、６点から真北３５２度２５分０２秒２３．９９メートルの地点

８点は、７点から真北８１度１７分０１秒２９．７５メートルの地点

� 面積

２，０３７．４７平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

平成２５年１０月８日 愛媛県指令２５港第４１７号

４ しゅん功認可年月日

平成２７年３月１３日

�������
�愛媛県告示第２６３号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり指定道路を指定した。

平成２７年３月１３日

愛媛県東予地方局長 渡 瀬 賢 治

１ 指定道路の種類

建築基準法第４２条第１項第５号

２ 指定年月日

平成２７年３月４日

３ 指定道路の位置

四国中央市上柏町字岩村３３６番１の一部、同３３７番１の一部及び

同３３７番１地先農道の一部

４ 指定道路の延長及び幅員

� 延長 ９０．９２メートル

� 幅員 ５．００メートル

�愛媛県告示第２６４号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成２７年３月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

大洲市河辺町植松１５８８
喜多郡肱川村大字植松乙８４５
番地
大 野 清 森

〃

大洲市河辺町植松１６００、
１６０８

喜多郡河辺村大字植松乙８４５
番地
大 野 清 森

〃

大洲市河辺町植松１６１０
大洲市田口甲２０２２番地４

新 健 史
〃

大洲市河辺町植松１６１２
喜多郡河辺村大字植松甲５７３
番地
城 戸 ミツヨ

〃

大洲市河辺町植松１６１３
喜多郡河辺村大字植松乙５７３
番地
城 戸 ミツヨ

〃

大洲市河辺町植松１６１４、
１６１５

松山市古川北一丁目９番２２号

大 野 高 �
〃

大洲市豊茂丁１４７、丁１４８
八幡浜市１１１２番地

大 藤 マリコ
〃

大洲市豊茂丁１４７、丁１４８
松山市永木町官有地

田 中 ハツミ
〃

大洲市河辺町三嶋１７０５
喜多郡河辺村大字三嶋１３４５番
地
岡 田 年 夫

〃

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－２３）第１６０７６号 平成２４年
２月１４日 影岡建設 影岡 勝則 伊予市両沢甲４５－３ 平成２７年

２月２日
土木工事業
とび・土工工事業

建設業の廃止
（法人成り）

（般－２１）第１４４６６号 平成２２年
３月３日 �トラスティングホーム 徳永 秀家 松山市東垣生町７１－１ 平成２７年

２月５日 建築工事業 建設業の廃止

愛 媛 県 報平成２７年３月１３日 第２６５４号

１５９
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�愛媛県告示第２６８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

西予市明浜町土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

平成２７年３月１３日

愛媛県南予地方局長 稲 田 洋一郎

就 任

�愛媛県告示第２６５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２７年３月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２６６号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２７年３月１３日

愛媛県中予地方局長 松 森 陽太郎

�愛媛県告示第２６７号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２７年３月１３日

愛媛県中予地方局長 松 森 陽太郎

（般－２５）第１７１９２号 平成２５年
７月２３日 �東洋ホーム 西原 実 松山市二番町１－２－１１ 平成２７年

２月１６日

大工工事業、屋根工事業
タイル・れんが・ブロック
工事業
内装仕上工事業

建設業の廃止
（一部）

（般－２３）第１６９００号 平成２３年
８月３日 マーサーテクノシステム 正岡 吉正 松山市桑原３－１１－１１ 平成２７年

２月１６日
管工事業
消防施設工事業

建設業の廃止
（法人成り）

（般－２４）第１６１９４号 平成２４年
１０月１２日 �フジ 尾� 英雄 松山市宮西１－２－１ 平成２７年

２月１８日
建築工事業
大工工事業
内装仕上工事業

建設業の廃止

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 八倉松前線
伊予郡松前町大字筒井字外側９１４番１地先から

同字９１５番地先まで

旧 １１．２～２１．２ ０．０５９

新 １４．３～２１．８ ０．０５９

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２６中局建（開）第４４号

平成２７年３月２日
伊予郡砥部町重光４０９番９

伊予郡松前町大字筒井９４７番地１

セジュールウィルモア２０１

伊 藤 伸 悟

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２６中局建（開）第４５号

平成２７年３月５日
東温市牛渕字牛頭守６６８番３

東温市牛渕６６８番地

阿 曽 沼 妙 子

〃 三 浦 要 作 西予市明浜町俵津２番耕地５５２番地

〃 宇都宮 凡 平 西予市明浜町俵津５番耕地６３番地第１

〃 稲 葉 一 也 西予市明浜町狩浜２番耕地１９６０番地

〃 川 越 文 憲 西予市明浜町狩浜３番耕地１３８９番地

〃 大 河 又 夫 西予市明浜町狩浜２番耕地２０９番地

〃 宇都宮 亮 尚 西予市明浜町狩浜３番耕地１３９２番地

〃 川 上 吉 嗣 西予市明浜町高山甲１３８０番地

〃 川 上 竹 友 西予市明浜町高山甲１５２６番地

〃 中 田 信 茂 西予市明浜町高山甲１４３１番地

〃 松 島 義 幸 西予市明浜町宮野浦甲１４７５番地第４

〃 山 村 庄 三 西予市明浜町宮野浦甲１０４９番地

〃 上 田 甚 正 西予市明浜町田之浜甲８４９番地

〃 二 宮 金 治 西予市明浜町田之浜甲７６８番地１

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 上 甲 榮 洋 西予市明浜町俵津３番耕地３８番地

〃 酒 井 宇之吉 西予市明浜町俵津３番耕地６２番地

〃 篠 川 久 詩 西予市明浜町俵津２番耕地８５８番地８

愛 媛 県 報平成２７年３月１３日 第２６５４号
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退 任

�愛媛県告示第２６９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２７年３月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２７０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２７年３月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２７１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２７年３月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２７２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

〃 宇都宮 松 夫 西予市明浜町高山甲１４４８番地

監 事 坂 本 甚 松 西予市明浜町俵津１番耕地４４８番地

〃 大 早 稔 西予市明浜町渡江１３３番地

〃 土 居 賢 一 西予市明浜町宮野浦甲１０３９番地

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 宇和三間線
宇和島市三間町務田７３９番３から

同町務田７３１番まで
平成２７年３月１３日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 長浜中村線
大洲市長浜町下須戒甲１８２３番５から

同町下須戒甲１８５０番地先まで

旧 ７．０～２３．１ ０．２５２

新 ７．０～１３．８ ０．２５２

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 上 甲 榮 洋 西予市明浜町俵津３番耕地３８番地

〃 酒 井 宇之吉 西予市明浜町俵津３番耕地６２番地

〃 篠 川 久 詩 西予市明浜町俵津２番耕地８５８番地８

〃 三 浦 要 作 西予市明浜町俵津２番耕地５５２番地

〃 宇都宮 凡 平 西予市明浜町俵津５番耕地６３番地第１

〃 大 早 稔 西予市明浜町渡江１３３番地

〃 川 越 文 憲 西予市明浜町狩浜３番耕地１３８９番地

〃 上 田 数 富 西予市明浜町狩浜２番耕地２０７５番地

〃 宇都宮 亮 尚 西予市明浜町狩浜３番耕地１３９２番地

〃 川 上 吉 嗣 西予市明浜町高山甲１３８０番地

〃 川 上 竹 友 西予市明浜町高山甲１５２６番地

〃 浜 田 克 弥 西予市明浜町高山甲３３５９番地

〃 松 島 義 幸 西予市明浜町宮野浦甲１４７５番地第４

〃 山 村 庄 三 西予市明浜町宮野浦甲１０４９番地

〃 有 田 勇 西予市明浜町田之浜甲７６４番地

〃 中 山 源 綱 西予市明浜町田之浜甲７８６番地

〃 平 田 與 輝 西予市明浜町宮野浦甲１０８６番地２

監 事 坂 本 甚 松 西予市明浜町俵津１番耕地４４８番地

〃 大 河 又 夫 西予市明浜町狩浜２番耕地２０９番地

〃 桐 山 壽 男 西予市明浜町高山甲３５６０番地

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 長浜中村線
大洲市長浜町下須戒甲１８２３番５から

同町下須戒甲１８４１番１まで
平成２７年３月１３日

愛 媛 県 報平成２７年３月１３日 第２６５４号
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公 告

�公 告

争議行為の通知の公表について

全国一般愛媛地方労働組合執行委員長玉井博司から次のとおり争

議行為を行う旨の通知が平成２７年２月２７日あったので公表する。

平成２７年３月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 事件 平成２７年度賃金引き上げその他に関する事項

２ 日時 平成２７年３月２３日正午以降本問題が完全解決に至る間

３ 場所

病 院 名 所 在 地

一般財団法人 創精会 松山市美沢１－１０－３８

医療法人 敬愛会久米病院 松山市南久米７２３

特定医療法人 清和会和ホスピタル 松山市柳原７３９

一般財団法人 真光会 松山市南高井１４９１

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２７年３月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２７３号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により、次のように医師の指定をした。

平成２７年３月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２７４号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により指定した医師が、次のように所在地を変更した。

平成２７年３月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２７５号
身体障害者福祉法施行令（昭和２５年政令第７８号）第３条第２項の規定により、次のように指定医師の辞退の届出があった。

平成２７年３月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 長浜保内線
大洲市長浜町下須戒甲１８４５番１から

同町下須戒甲１８３７番１８まで
平成２７年３月１３日

診断する身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療 所 の 名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 指定年月日

じ ん 臓 機 能 障 害 内 科 国立大学法人愛媛大
学医学部附属病院 長 尾 知 明 東温市志津川 平成

２７年３月１日

肢 体 不 自 由 小 児 科
独立行政法人国立病
院機構愛媛医療セン
ター

濱 田 智 子 東温市横河原３６６番地 平成
２７年３月１日

肢 体 不 自 由 形 成 外 科 国立大学法人愛媛大
学医学部附属病院 戸 澤 麻 美 東温市志津川 平成

２７年３月１日

医 師 氏 名
旧 所 在 地 新 所 在 地

変 更
年月日病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地 病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地

弓 立 恒 善 弓 立 整 形 外 科 今治市日吉町２－３－２０ 白 石 病 院 今治市松本町１丁目５－９ 平成２７年
１月１日

松 田 芳 郎 国立大学法人愛媛大学医学部
附属病院 東温市志津川 独立行政法人地域医療機能推

進機構宇和島病院 宇和島市賀古町２丁目１－３７ 平成２７年
１月１日

診断した身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療 所 の 名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 届出年月日

肢体不自由・じん臓機能障害 内 科 一般社団法人積善会
十全総合病院 淺 羽 宏 一 新居浜市北新町１番５号 平成

２７年２月２日

愛 媛 県 報平成２７年３月１３日 第２６５４号
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医療法人 北辰会西条市民病院 西条市小松町妙口甲１５２１

一般財団法人 新居浜精神衛生研究
所 財団新居浜病院 新居浜市松原町１３－４７

医療法人 十全会十全第二病院 新居浜市角野新田町１－１－２８

八幡浜医師会立双岩病院 八幡浜市若山４番耕地１６３

４ 概要 前記記載の場所においてあらゆる形の争議行為を単独又

は併用して実施する。

�公 告

技能検定の合格者について

職業能力開発促進法（昭和４４年法律第６４号）に基づき平成２７年１月１１日から２月１５日までの間に実施した技能検定の合格者は、次のとお

りである。

平成２７年３月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

機械加工

特級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ２ Ｂ ２ Ｂ ３

機械加工（普通旋盤作業）

２級

受 検 番 号

Ｄ １

３級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ５ Ａ甲 ６

Ａ甲 ７ Ａ甲 ８ Ａ甲 ９ Ｂ １ Ｂ ２

工場板金（数値制御タレットパンチプレス板金作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ４ Ａ甲 ５ Ａ甲 ６

２級

受 検 番 号

Ａ甲 １

機械検査（機械検査作業）

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ２ Ａ甲 ５ Ｃ ５

３級

愛 媛 県 報平成２７年３月１３日 第２６５４号
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受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ５ Ａ甲 ６

Ａ甲 ７ Ａ甲 ８ Ａ甲 ９ Ａ甲 １０ Ａ甲 １１ Ａ甲 １２

Ａ甲 １４ Ａ甲 １５ Ａ甲 １７ Ａ甲 １９ Ａ甲 ２０ Ａ甲 ２１

Ａ甲 ２２ Ａ甲 ２３ Ａ甲 ２４ Ａ甲 ２５ Ａ甲 ２６

機械保全

特級

受 検 番 号

Ｂ ３

機械保全（機械系保全作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ５ Ａ甲 ７ Ａ甲 ９

Ａ甲 １０ Ａ甲 １１ Ａ甲 １３ Ａ甲 １４ Ａ甲 １５ Ａ甲 １６

Ａ甲 １８ Ａ甲 １９ Ａ甲 ２０ Ａ甲 ２１ Ａ甲 ２２ Ａ甲 ２３

Ａ甲 ２５ Ａ甲 ２７ Ａ甲 ２８ Ａ甲 ２９ Ａ甲 ３０ Ａ甲 ３１

Ａ甲 ３２ Ａ甲 ３３ Ａ甲 ３４ Ａ甲 ３６ Ａ甲 ３７ Ａ甲 ３９

Ａ甲 ４０ Ａ甲 ４２ Ａ甲 ４３ Ａ甲 ４５ Ａ甲 ４８ Ａ甲 ４９

Ａ甲 ５０ Ａ甲 ５１ Ａ甲 ５３ Ａ甲 ５４ Ａ甲 ５７ Ａ甲 ５８

Ａ甲 ５９ Ａ甲 ６０ Ａ甲 ６３ Ａ甲 ６６ Ａ甲 ６７ Ａ甲 ６８

Ａ甲 ７１ Ａ甲 ７２ Ｂ １ Ｂ ２ Ｂ ４ Ｂ ５

Ｂ ８ Ｂ １０ Ｃ １ Ｃ ２ Ｃ ４ Ｃ ５

Ｃ ６

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ５ Ａ甲 ６ Ａ甲 ７ Ａ甲 ８

Ａ甲 ９ Ａ甲 １２ Ａ甲 １３ Ａ甲 １５ Ａ甲 １６ Ａ甲 １８

Ａ甲 １９ Ａ甲 ２０ Ａ甲 ２３ Ａ甲 ２６ Ａ甲 ２７ Ａ甲 ３１

Ａ甲 ３２ Ａ甲 ３３ Ａ甲 ３４ Ａ甲 ３５ Ａ甲 ３６ Ａ甲 ３７

Ａ甲 ３８ Ａ甲 ３９ Ａ甲 ４１ Ａ甲 ４２ Ａ甲 ４４ Ａ甲 ４５

Ａ甲 ４６ Ａ甲 ４７ Ａ甲 ４９ Ａ甲 ５０ Ａ甲 ５１ Ａ甲 ５２

Ａ甲 ５３ Ａ甲 ５４ Ａ甲 ５６ Ａ甲 ５７ Ａ甲 ５８ Ａ甲 ５９

Ａ甲 ６０ Ａ甲 ６１ Ａ甲 ６３ Ａ甲 ６４ Ａ甲 ６６ Ａ甲 ６７

Ａ甲 ６８ Ａ甲 ６９ Ａ甲 ７０ Ａ甲 ７１ Ａ甲 ７２ Ａ甲 ７３

Ａ甲 ７５ Ａ甲 ７６ Ａ甲 ７７ Ａ甲 ７８ Ａ甲 ７９ Ａ甲 ８１

Ａ甲 ８２ Ａ甲 ８３ Ａ甲 ８４ Ａ甲 ８５ Ａ甲 ８６ Ａ甲 ８８

Ａ甲 １００ Ａ甲 １０１ Ａ甲 １０３ Ｂ ２ Ｂ ３ Ｂ ４

Ｂ ５ Ｂ ６ Ｂ ７ Ｃ １ Ｃ ２ Ｃ ３

Ｃ ４ Ｃ ５ Ｃ ７ Ｃ ８ Ｃ ９ Ｃ １１

Ｃ １２

機械保全（電気系保全作業）

２級

受 検 番 号

Ａ甲 ５
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機械保全（設備診断作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ｃ ３ Ｃ ６ Ｃ ７ Ｃ ９ Ｃ １１ Ｃ １６

Ｃ １７

２級

受 検 番 号 受 検 番 号

Ｃ １ Ｃ ２

電気機器組立て（配電盤・制御盤組立て作業）

３級

受 検 番 号

Ａ甲 ２

電気機器組立て（シーケンス制御作業）

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４

３級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ５ Ａ甲 ６

Ａ甲 ７ Ａ甲 ８ Ａ甲 ９ Ａ甲 １０ Ａ甲 １１ Ａ甲 １２

Ａ甲 １３ Ａ甲 １４ Ａ甲 １５ Ａ甲 １６ Ａ甲 １７

半導体製品製造（集積回路チップ製造作業）

２級

受 検 番 号

Ｂ １

自動販売機調整（自動販売機調整作業）

１級

受 検 番 号

Ａ甲 １

空気圧装置組立て（空気圧装置組立て作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２

２級
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受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ５ Ａ甲 ６ Ａ甲 ８ Ａ甲 ９ Ａ甲 １０

Ａ甲 １１ Ａ甲 １２ Ａ甲 １４ Ａ甲 １６ Ａ甲 １８ Ｃ １

油圧装置調整（油圧装置調整作業）

１級

受 検 番 号

Ａ甲 １

２級

受 検 番 号

Ａ甲 ２

農業機械整備（農業機械整備作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ５ Ａ甲 ６ Ａ甲 ７

Ａ甲 ８ Ｂ １ Ｃ １

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ３ Ａ甲 ６ Ａ甲 ７ Ａ甲 ８ Ａ甲 ９

Ａ甲 １７ Ａ甲 １８ Ａ甲 ２０ Ａ甲 ２１ Ｂ １ Ｂ ２

Ｂ ３ Ｃ １

冷凍空気調和機器施工（冷凍空気調和機器施工作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ５ Ａ甲 ７ Ａ甲 ８ Ａ甲 １１ Ａ甲 １３

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ７ Ａ甲 ８ Ａ甲 ９

Ａ甲 １０ Ｂ ３ Ｂ ４ Ｂ ５

プラスチック成形

特級

受 検 番 号

Ａ甲 １

強化プラスチック成形（ビニルエステル樹脂積層防食作業）

１級
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受 検 番 号

Ｂ １

石材施工（石材加工作業）

２級

受 検 番 号

Ｃ ３

パン製造（パン製造作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ｂ ２ Ｃ １

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ４ Ａ甲 ６ Ａ甲 ７ Ａ甲 ８ Ａ甲 １０

Ｂ １

菓子製造（洋菓子製造作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号

Ｃ １ Ｃ ２

菓子製造（和菓子製造作業）

２級

受 検 番 号

Ｂ １

建築大工（大工工事作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ｂ １

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ４ Ａ甲 ５ Ｃ １

３級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ４ Ａ甲 ５ Ａ甲 ６ Ａ甲 ７

Ａ甲 ８ Ａ甲 ９ Ａ甲 １０ Ａ甲 １１ Ａ甲 １２ Ａ甲 １３
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Ａ甲 １５ Ａ甲 １６ Ａ甲 １７ Ａ甲 １８ Ａ甲 １９ Ａ甲 ２０

かわらぶき（かわらぶき作業）

２級

受 検 番 号 受 検 番 号

Ｃ １ Ｃ ２

配管（建築配管作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ３ Ａ甲 １０ Ａ甲 １１ Ａ甲 １２ Ａ甲 １３ Ａ甲 １４

Ｃ １ Ｃ ２

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ４ Ａ甲 １１ Ｂ １ Ｃ １

３級

受 検 番 号

Ａ甲 ２

型枠施工（型枠工事作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ５ Ａ甲 ９

Ａ甲 １０ Ａ甲 １１ Ａ甲 １２ Ａ甲 １３ Ａ甲 １４ Ｂ １

Ｂ ２ Ｃ １ Ｃ ２ Ｃ ３

鉄筋施工（鉄筋施工図作成作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ｃ １ Ｃ ２ Ｃ ３ Ｃ ５ Ｃ ６

鉄筋施工（鉄筋組立て作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ６ Ａ甲 ７ Ａ甲 ８

Ａ甲 ９ Ｂ １ Ｃ １ Ｃ ２ Ｃ ３
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コンクリート圧送施工（コンクリート圧送工事作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ｃ １

２級

受 検 番 号

Ａ甲 １

防水施工（合成ゴム系シート防水工事作業）

１級

受 検 番 号

Ｃ １

防水施工（塩化ビニル系シート防水工事作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号

Ｃ １ Ｃ ２

２級

受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２

防水施工（改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業）

１級

受 検 番 号

Ｃ １

樹脂接着剤注入施工（樹脂接着剤注入工事作業）

単一等級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ５ Ｂ １

カーテンウォール施工（金属製カーテンウォール工事作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ５ Ａ甲 ７ Ｃ １

ガラス施工（ガラス工事作業）

１級
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受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４

２級

受 検 番 号

Ａ甲 １

機械・プラント製図（機械製図ＣＡＤ作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ６ Ａ甲 ８ Ａ甲 ９ Ａ甲 １０

Ａ甲 １１ Ｃ ２ Ｃ ４

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ３ Ａ甲 ９ Ａ甲 １１ Ａ甲 １２ Ａ甲 １３

Ｃ １ Ｃ ２ Ｃ ３ Ｃ ４ Ｃ ７ Ｃ １２

Ｃ １４

３級

受 検 番 号

Ａ甲 １

電気製図（配電盤・制御盤製図作業）

１級

受 検 番 号

Ｂ １

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ５

塗装（鋼橋塗装作業）

１級

受 検 番 号

Ｃ １

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ｃ １ Ｃ ３
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公安委員会規則
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�愛媛県公安委員会規則第１号
愛媛県自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行細則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２７年３月１３日

愛媛県公安委員会委員長 山 本 泰 正

愛媛県自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行細則の一部を改正する規則

愛媛県自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行細則（平成１４年愛媛県公安委員会規則第９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この規則は、平成２７年４月１日から施行する。

�愛媛県公安委員会規則第２号
愛媛県道路交通規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２７年３月１３日

愛媛県公安委員会委員長 山 本 泰 正

愛媛県道路交通規則の一部を改正する規則

愛媛県道路交通規則（昭和４７年愛媛県公安委員会規則第２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この規則は、平成２７年３月２１日から施行する。

�愛媛県公安委員会規則第３号
愛媛県警察組織規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２７年３月１３日

愛媛県公安委員会委員長 山 本 泰 正

改 正 後 改 正 前

（処分に係る公表）

第４条 認定の取消し、指示、営業停止命令又は営業廃止命令の処

分を行った場合は、認定証番号、自動車運転代行業者の名称又は

記号、主たる営業所が所在する市町、処分年月日、処分内容、処

分理由、根拠法令及び処分を行った公安委員会を公表するものと

する。ただし、当該処分の公表が適切でないと認められる特段の

事情がある場合又は法第７条第２項、第２３条第３項若しくは第２４

条第２項の同意若しくは法第２３条第２項の規定による要請に際

し、知事 から当該処分の公表が適切でない旨の意見が添

えられた場合は、この限りでない。

（処分に係る公表）

第４条 認定の取消し、指示、営業停止命令又は営業廃止命令の処

分を行った場合は、認定証番号、自動車運転代行業者の名称又は

記号、主たる営業所が所在する市町、処分年月日、処分内容、処

分理由、根拠法令及び処分を行った公安委員会を公表するものと

する。ただし、当該処分の公表が適切でないと認められる特段の

事情がある場合又は法第７条第２項、第２３条第３項若しくは第２４

条第２項の同意若しくは法第２３条第２項の規定による要請に際

し、国土交通大臣から当該処分の公表が適切でない旨の意見が添

えられた場合は、この限りでない。

改 正 後 改 正 前

別表第２（第９条の２関係） 別表第２（第９条の２関係）

番号 路 線 名 区 間 番号 路 線 名 区 間

１～１４

省略

１～１４

省略

１４の２ 一般国道５６号

（宇和島道路）

宇和島市津島町岩松甲２２１７番１地先

から同町高田丁１８７番１地先まで

１５～１２２

省略

１５～１２２

省略
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公安委員会訓令

愛媛県警察組織規則の一部を改正する規則

愛媛県警察組織規則（平成１７年愛媛県公安委員会規則第３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この規則は、平成２７年３月１６日から施行する。

�愛媛県公安委員会訓令第２号
愛媛県公安委員会事務専決規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成２７年３月１３日

愛媛県公安委員会委員長 山 本 泰 正

愛媛県公安委員会事務専決規程の一部を改正する訓令

愛媛県公安委員会事務専決規程（昭和３７年愛媛県公安委員会訓令第１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表（第７９条関係） 別表（第７９条関係）

警察署名 課名 警察署名 課名

省略 省略

愛媛県西予警察署 省略 愛媛県西予警察署 省略

愛媛県伯方警察署 警務課

会計課

刑事生活安全課

地域課

交通課

愛媛県久万高原警察署

及び愛媛県愛南警察署

省略 愛媛県伯方警察署、愛媛県久万高原警察署

及び愛媛県愛南警察署

省略

改 正 後 改 正 前

別表２（第３条関係）

部課長の専決事項

１ 部長専決事項

�～� 省略

� 交通部長

別表２（第３条関係）

部課長の専決事項

１ 部長専決事項

�～� 省略

� 交通部長

法令 専決事項 法令 専決事項

省略 省略

自動車運転代

行業の業務の

適正化に関す

る法律

１ 第５条第４項の規定による知事

との協議

２ 第７条第２項の規定による知事

との協議

３・４ 省略

５ 第２３条第２項の規定による知事

からの要請の受理

６ 第２３条第３項の規定による知事

との協議

７ 第２４条第２項の規定による知事

との協議

８ 省略

自動車運転代

行業の業務の

適正化に関す

る法律

１ 第５条第４項の規定による国土交通大臣

との協議

２ 第７条第２項の規定による国土交通大臣

との協議

３・４ 省略

５ 第２３条第２項の規定による国土交通大臣

からの要請の受理

６ 第２３条第３項の規定による国土交通大臣

との協議

７ 第２４条第２項の規定による国土交通大臣

との協議

８ 省略
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附 則

この訓令は、平成２７年４月１日から施行する。ただし、別表２の１の�の表地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成１９年法律
第５９号）の項の改正規定及び別表２の２の�の表地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の項の改正規定は、公布の日から施行する。

省略 省略

地域公共交通

の活性化及び

再生に関する

法律（平成１９

年 法 律 第５９

号）

１ 第５条第７項（同条第１０項において準用

する場合を含む。）の規定による地域公共

交通網形成計画 の協議

２ 第５条第８項（同条第１０項において準用

する場合を含む。）の規定による地域公共

交通網形成計画 の受理

３～５ 省略

６ 第２７条の２第４項（同条第６項において

準用する場合を含む。）の規定による地域

公共交通再編実施計画の策定に関する意見

照会の回答

７ 第２７条の３第４項（同条第６項において

準用する場合を含む。）の規定による地域

公共交通再編実施計画の認定に関する意見

照会の回答

８ 省略

地域公共交通

の活性化及び

再生に関する

法律（平成１９

年 法 律 第５９

号）

１ 第５条第６項（同条第９項において準用

する場合を含む。）の規定による地域公共

交通総合連携計画の協議

２ 第５条第７項（同条第９項において準用

する場合を含む。）の規定による地域公共

交通総合連携計画の受理

３～５ 省略

６ 第２１条第３項（同条第５項 において

準用する場合を含む。）の規定による乗継

円滑化実施計画 の策定に関する意見

照会の回答

７ 第２２条第４項（同条第７項 において

準用する場合を含む。）の規定による乗継

円滑化実施計画 の認定に関する意見

照会の回答

８ 省略

２ 課長専決事項

�～� 省略

� 交通企画課長

２ 課長専決事項

�～� 省略

� 交通企画課長

法令 専決事項 法令 専決事項

省略 省略

自動車運転代

行業の業務の

適正化に関す

る法律

１・２ 省略

３ 第８条第２項の規定による知事

に対する通知

４～６ 省略

７ 第９条第３項の規定による知事

に対する通知

８ 省略

９ 第２２条第１項後段の規定による知事

に対する通知

１０ 第２２条第２項の規定による知事

からの通知の受理

１１・１２ 省略

自動車運転代

行業の業務の

適正化に関す

る法律

１・２ 省略

３ 第８条第２項の規定による国土交通大臣

に対する通知

４～６ 省略

７ 第９条第３項の規定による国土交通大臣

に対する通知

８ 省略

９ 第２２条第１項後段の規定による国土交通

大臣に対する通知

１０ 第２２条第２項の規定による国土交通大臣

からの通知の受理

１１・１２ 省略

� 省略

� 交通規制課長

� 省略

� 交通規制課長

法令 専決事項 法令 専決事項

省略 省略

地域公共交通

の活性化及び

再生に関する

法律

１・２ 省略

３ 第２７条の２第５項（同条第６項において

準用する場合を含む。）の規定による地域

公共交通再編実施計画の受理

地域公共交通

の活性化及び

再生に関する

法律

１・２ 省略

３ 第２１条第４項（同条第５項 において

準用する場合を含む。）の規定による乗継

円滑化実施計画 の受理

省略 省略

�・� 省略 �・� 省略

平成２７年３月１３日 発行
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